
 

 

 

 

 

 柏市上下水道局低入札価格調査会要領 

 

制定 平成２１年１０月１日 

施行 平成２１年１０月１日 

 

（設置） 

第１条 柏市上下水道事業会計規程（昭和６０年柏市水道事業管理規程第２号）に規

定する入札に関し，その価格の適正化を図るため，低入札価格調査会（以下「調

査会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 調査会は，工事，製造その他の請負の契約（以下「工事等」という。）に係

る入札のうち予定価格（消費税及び地方消費税に相当する額を含む金額をいう。

以下同じ。）が２億円以上のもの又は，総合評価落札方式により入札を行うもの

（以下「対象工事等」という。）で最低の価格をもって申込みをした者の申込み

価格が次に掲げる額を下回った場合に別に定める項目を調査し，当該価格が不適

当であると認めるときは落札者としない旨を決定するものとする。 

 ２ 低入札価格調査基準額は，次のいずれかにより算出するものとする。   

  (1) 対象工事等のうち，工事，修繕工事にあっては柏市上下水道局契約事務要領第  

  １３条の４の規定によるものとする。  

  (2) 前各号に該当しない請負で取引の実例価格，需要の状況，履行の難易，数量の

多少等を考慮し案件ごとに定めた額 

 （構成） 

第３条 調査会の委員は，次条に定める委員長のほか，次に掲げる者をもって充てる。 

  (1) 理事 

 (2) 次長 

 (3) 総務課長 

  (4) 工事等の発注課長 

 (5) 工事等の設計及び監督の担当課長 

 （組織） 

第４条 調査会に委員長を置き，委員長は上下水道事業管理者（以下「管理者」とい

う。）をもって充てる。 

２ 委員長は，会務を総理し，調査会を代表する。 



 

 

 

 

 

３ 委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは，理事がその職務を代理し，理

事が欠けたとき又は理事に事故あるときは，次長がその職務を代理する。 （会

議） 

第５条 会議は，委員長が招集し，その議長となる。 

２ 調査会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。 

３ 調査会の議事は，出席委員の過半数でこれを決し，可否同数のときは議長の決す

るところによる。 

４ 会議に出席できない委員（委員長を除く。）は，当該調査事項について書面をも

って表決し，又は他の者を代理人として表決を委任することができる。この場合

における前２項の規定の適用については，その委員は出席したものとみなす。 

５ 調査会は，必要があるときは，関係職員及び関係者の出席を求めてその意見を聞

くことができる。 

 （庶務） 

第６条 調査会の庶務は，総務課契約担当において処理する。 

 （準用） 

第７条 前各条の規定は，随意契約について準用する。この場合において，「低入札

価格調査会」は「低見積価格調査会」と読み替えるものとする。 

（補則） 

第９条 この要領に定めるもののほか必要な事項は，管理者が別に定める。 

 

   附 則  

 この要領は，平成２１年１０月１日から施行する。 

 

   附 則  

 この要領は，平成２３年５月１日から施行する。 

 

附 則  

 この要領は，平成２４年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は，平成２８年６月１日から施行する。 

 



 

 

 

 

 

      附 則 

 この要領は，平成２９年１０月１日から施行する。 

 

      附 則 

 この要領は，令和４年４月１日から施行する。 

 

 


